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2026 年５月 13日 

各 位 

上 場 会 社 名 日 本 ギ ア 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 代表取締役社長 寺田 治夫 

（コード番号  ６３５６ 東証スタンダード） 

問合せ先責任者 取締役管理部長 林 秀樹 

                （ＴＥＬ    ０３-６３６３-３１７０） 

 

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事及び 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会における承認を条件として、監
査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い本日開催の取締役会において同定時株主総
会に付議する取締役候補及び定款の一部変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 

  

１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 
（2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に付議予定） 

氏名 新役職名 現役職名 
寺田 治夫 代表取締役社長 同左 
林  秀樹 取締役兼管理部長 同左 
鶴見  肇 取締役兼経営企画推進室長 同左 
植垣 淳哉 取締役兼技術部長 同左 
香川 明久 社外取締役 同左 
沖田 芳樹 社外取締役 同左 
三田 義之 社外取締役 社外監査役 

 
２. 監査等委員である取締役候補者 

（2026 年 6 月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会に付議予定） 
氏名 新役職名 現役職名 
西村  至 社外取締役（常勤監査等委員） 社外取締役 
森脇 仁子 社外取締役（監査等委員） 社外監査役 
秋山 満則 社外取締役（監査等委員） 新任 
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３. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 
氏名 略歴 

秋 山 満 則 

 

    1982年    4 月 株式会社守谷商会入社 
    2005年    7 月 同社第 4 事業グループ機械 4 部部長 
    2008年    12月 同社第２事業部名古屋支店長 
    2009年    7 月 同社執行役員第１事業本部第３ビジネスグループマネージャー 
    2011年    7 月 同社執行役員第２ビジネスグループマネージャー 
    2019年    6 月 同社取締役執行役員第２ビジネスグループマネージャー 
    2023年    6 月 同社代表取締役社長・COO 
    2025年    6 月 同社専務取締役（現任） 
    2025年    6 月 株式会社 GM INVESTMENTS 取締役執行役員（現任） 

 
４．退任予定の監査役 
氏名 現役職名 
宮崎 武信 社外監査役 
 
５．定款の一部変更について 
 （１）変更の目的 

    監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関す
る規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであり
ます。 

（２）変更の内容 
   変更の内容は下記のとおりであります。 

 
（下線は変更部分を示します。）  

現 行 定 款 変 更 案 
第１章 総  則 第１章 総  則 
第１条～第３条（条文省略） 第１条～第３条（現行どおり） 
（機 関） （機 関） 
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 
１．取締役会 １．取締役会 
２．監査役 ２．監査等委員会 
３．監査役会 （削 除） 
４．会計監査人 ３．会計監査人 
第５条～第９条（条文省略） 第５条～第９条（現行どおり） 
  
第２章 株  式 第２章 株  式 
（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第 10 条 （現行どおり） 

(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、こ

れを公告する。 

(2) 株主名簿管理人及びその事務取扱場所

は、取締役会又は取締役会の決議によっ

て委任を受けた取締役が定め、これを公

告する。 
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現 行 定 款 変 更 案 
(3) 当会社の株主名簿の作成及び備置きそ

の他の株主名簿に関する事務は、これ

を株主名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取扱わない。 

(3)  （現行どおり） 

（株式取扱規則） （株式取扱規則） 
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手

数料は、法令又は定款に別段の定めが

ある場合を除き、取締役会の定める株

式取扱規則による。 

第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手

数料は、法令又は定款に別段の定めが

ある場合を除き、取締役会又は取締役

会の決議によって委任を受けた取締役

の定める株式取扱規則による。 
第 12 条～第 17 条（条文省略） 第 12 条～第 17 条（現行どおり）   

第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 
（選 任） （選 任） 
第 18 条 取締役は、株主総会の決議によって

選任する。 
第 18 条 取締役は、株主総会の決議によって

選任する。ただし監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別して
選任するものとする。 

(2) 取締役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う。 

(2)  （現行どおり）  

(3) 取締役の選任決議は、累積投票によら

ない。 
(3)  （現行どおり） 

（新 設） (4) 当会社は、法令に定める監査等委員であ

る取締役の員数を欠くことになる場合

に備え、株主総会において補欠の監査等

委員である取締役を選任することがで

きる。 
（定 員） （定 員） 
第 19条 当会社の取締役は、７名以内とする。 第 19 条  当会社の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）は、７名以内とする。 
（新 設） (2) 当会社の監査等委員である取締役は、４

名以内とする。 
（任 期） （任 期） 
第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 

第 20 条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 
（新 設） (2) 監査等委員である取締役の任期は、選任

後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会終結

の時までとする。 
（新 設） (3) 増員又は補欠として選任された取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の

任期は在任取締役（監査等委員である取

締役を除く。）の任期の満了する時まで

とする。 
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現 行 定 款 変 更 案 
（新 設） (4) 任期の満了前に退任した監査等委員で

ある取締役の補欠として選任された監
査等委員である取締役の任期は、退任し
た監査等委員である取締役の任期の満
了する時までとする。ただし、補欠の監
査等委員である取締役が監査等委員で
ある取締役に就任した場合は、当該補欠
の監査等委員である取締役としての選
任後２年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時を超えることはできないもの
とする。 

（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役） 
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。 
第 21 条 取締役会は、その決議によって取締

役（監査等委員である取締役を除く。）

の中から代表取締役を選定する。 
(2) 取締役会は、その決議によって、取締

役会長、取締役社長、専務取締役各１
名、常務取締役若干名を選定すること
ができる。 

(2) 取締役会は、その決議によって、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の
中から取締役会長、取締役社長、専務取
締役各１名、常務取締役若干名を選定す
ることができる。 

（報酬等） （報酬等） 
第 22 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財
産上の利益（以下、「報酬等」という。）
は、株主総会の決議によって定める。 

第 22 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執
行の対価として当会社から受ける財
産上の利益（以下、「報酬等」という。）
は、株主総会の決議によって定める。 

 ただし、監査等委員である取締役の報
酬等は、それ以外の取締役の報酬等と
区別して株主総会の決議によって定
めるものとする。 

（招集権者及び議長） （招集権者及び議長） 
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役会の定めた取締
役がこれを招集し、議長となる。 

第 23 条 （現行どおり） 

(2) 取締役会の招集通知は、各取締役及び
各監査役に対し会日の３日前までに発
する。ただし、緊急の場合はこの期間
を短縮することができる。 

(2) 取締役会の招集通知は、各取締役に対
し会日の３日前までに発する。ただし、
緊急の場合はこの期間を短縮すること
ができる。 

(3) 取締役会は、取締役及び監査役の全員
の同意があるときは、招集の手続を経
ることなく開催することができる。 

(3) 取締役会は、取締役の全員の同意があ
るときは、招集の手続を経ることなく開
催することができる。 

（新 設） （重要な業務執行の決定の委任）  
第 24 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第

６項の規定により、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（同条第５号各
号に掲げる事項を除く。）の決定の全
部または一部を取締役に委任するこ
とができる。 

（決議方法） 
 

第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わるこ
とができる取締役の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。 

第 25 条  （現行どおり） 

（決議の省略）  
第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を

充たしたときは、取締役会の決議があ
ったものとみなす。 

第 26 条 （現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 案 

（取締役会規則）  
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は

定款に別段の定めがある場合を除き、
取締役会の定める取締役会規則によ
る。 

第 27 条 （現行どおり） 

（取締役の責任限定契約） 
 

第 27 条 当会社は、会社法第 427 条第１項の
規定により、取締役（業務執行取締役
等である者を除く。）との間に、会社法
第 423 条第１項の損害賠償責任につい
て、当該取締役が職務を行うにつき、
善意でかつ重大な過失がないときは、
金 2,000 万円以上であらかじめ定めた
金額又は法令に定める金額のいずれか
高い額を限度とする旨の契約を締結す
ることができる。 

第 28 条  当会社は、会社法第 427 条第１項の
規定により、取締役（業務執行取締役
等である者を除く。）との間に、会社法
第 423 条第１項に定める取締役の責任
について、会社法 425 条第１項各号に
定める金額の合計額を限度とする契約
を締結することができる。 

 
 

第５章 監査役及び監査役会 （削 除） 
（選 任） 

 

第 28 条 監査役は、株主総会の決議によって

選任する。 
（削 除） 

(2) 監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１
以上を有する株主が出席し、その議決権
の過半数をもって行う。 

 

（定 員） 
 

第 29 条 当会社の監査役は、４名以内とする。 （削 除） 
（任 期）  
第 30 条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。 

（削 除） 

(2) 任期の満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退任
した監査役の任期の満了する時までと
する。 

 

（常勤の監査役）  
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。 
（削 除） 

（報酬等）  
第 32 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。 
（削 除） 

（招集通知）  
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。た
だし、緊急の場合はこの期間を短縮す
ることができる。 

（削 除） 

(2) 監査役会は、監査役の全員の同意がある
ときは、招集の手続きを経ることなく開
催することができる。 

 

（決議方法） 
 

第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半数

をもって行う。 

（削 除） 
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現 行 定 款 変 更 案 
（監査役会規則）  
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又は

定款に別段の定めがある場合を除き、
監査役会の定める監査役会規則によ
る。 

（削 除） 

（監査役の責任限定契約）  
第 36 条 当会社は、会社法第 427 条第１項の

規定により、監査役との間に、会社法
第 423 条第１項の損害賠償責任につ
いて、当該監査役が職務を行うにつ
き、善意でかつ重大な過失がないとき
は、金 1,000 万円以上であらかじめ定
めた金額又は法令で定める金額のい
ずれか高い額を限度とする旨の契約
を締結することができる。 

（削 除） 

 
 

（新 設） 第５章 監査等委員会  
（監査等委員会の設置） 

（新 設） 第 29 条 当会社は監査等委員会を置く。  
（監査等委員会の招集通知） 

（新 設） 第 30 条 監査等委員会の招集通知は、会日の
３日前までに各監査等委員に対して
発する。ただし、緊急の必要があると
きは、この期間を短縮することができ
る。  

(2) 監査等委員の全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ないで監査等委員
会を開催することができる。  

（監査等委員会の招集権者） 
（新 設） 第 31 条 監査等委員会は各監査等委員がこれ

を招集する。  
（監査等委員会の決議方法） 

（新 設） 第 32 条 監査等委員会の決議は、決議に加わ
ることができる監査等委員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。  

（常勤の監査等委員） 
（新 設） 第 33 条 監査等委員会は、その決議によって、

常勤の監査等委員を選定することが
できる。  

（監査等委員会の権限） 
（新 設） 第 34 条 監査等委員会は、法令又は本定款に

定めのある事項を決定するほか、その
職務遂行のために必要な権限を行使
する。 

 （監査等委員会規則） 
（新 設） 第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令

又は本定款のほか、監査等委員会にお
いて定める監査等委員会規則による。 

 
第６章 会計監査人 第６章 会計監査人 
（選任及び任期）  
第 37 条 会計監査人は株主総会の決議によっ

て選任する。 
第 36 条 （現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 案 

(2) 会計監査人の任期は選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。 

(2)  （現行どおり） 

(3) 前項の定時株主総会において別段の決
議がなされなかったときは、定時株主
総会において再任されたものとみな
す。 

(3)  （現行どおり） 

（報酬等）  
第38条 会計監査人の報酬等は代表取締役が

監査等委員会の同意を得て定める。 
第 37 条 （現行どおり） 

  
第７章 計  算 第７章 計  算 
（事業年度）  
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日

知から翌年３月 31 日までの 1 年間と
する。 

第 38 条 （現行どおり） 

（剰余金の配当の基準日）  
第 40条 当会社の期末配当の基準日は毎年３

月 31 日とする。 
第 39 条 （現行どおり） 

（中間配当）  
第 41条 当会社は取締役会の決議によって毎

年９月 30 日を基準日として中間配当
を行うことができる。 

第 40 条 （現行どおり） 

（配当金の除斥期間） 
 

第 42 条 配当財産が金銭である場合は、その
支払開始の日から満３年を経過して
もなお受領されないとき当会社はそ
の支払義務を免れる。 

第 41 条 （現行どおり） 

 以 上 


